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事業者認定を申請する方へ 
 

危険物施設は、消防法第１４条の３の２の規定に基づき定期的な点検が義務付けられて

おります。 

 特に移動タンク貯蔵所に係る移動貯蔵タンクの漏れの点検は、５年に 1 回以上実施す

ることが義務付けられております。 

この漏れの点検方法は法令等に定められているところですが、その点検方法は非常に高

度で専門的な知識と技術が必要とされています。 

 そこで、一般財団法人全国危険物安全協会（以下（全危協）といいます。）では、点検技

術の確保と点検事業者の質的向上を図るため移動貯蔵タンクの点検の実施を業とする皆

様に対して、事業体制の適正の確認を目的とする点検事業者認定を行い、また認定事業者

が点検を実施した結果、移動貯蔵タンクに異常がなかった施設に対して、点検済の表示を

行い、引き続き維持管理の徹底を図っていただくこととしております。 

 全危協は、事業者認定を申請される皆様が、この主旨をご理解のうえ認定事業者として、

適正な点検を実施されることを念願するものです。 

 なお、本ご案内で記載中の様式とは一般財団法人全国危険物安全協会地下タンク等及び

移動貯蔵タンク定期点検実施制度に関する規則（以下「全危協規則」といいます。）で定

めるものです。 

 

１ 認定申請について １項 

２ 申請書類の確認及び認定証等の交付について ３項 

３ 認定事業者の責務  ４項 

４ 事業者認定の取消について ５項 

５ 事業者認定の単位の例（別記１） ５項 

６ 定期点検業務実施規程に定める事項（別記２） ６項 

７ 認定申請要領  

・ 申請書記入例（別記３）  ７項 

・ 定期点検業務実施規程作成例（別記４） ８項 

・ 事業体制作成例「資料１」 １１項 

・ 点検資機材一覧表作成例（資料２） １２項 

・ 定期点検実施要領作成例（資料３） １３項 

・ 定期点検実施事務所一覧表作成例（資料４） １９項 

・ 定期点検技術者一覧表作成例（資料５・資料７） ２０・２２項 

・ 案内図作成例（資料６・資料８） ２１・２３項 

・ 報告様式等  

定期点検実施結果報告書（様式第３２号） ２４項 

定期点検実施結果一覧表（様式第３３号） 

定期点検実施データ表及び経過表（様式第３４号） 

定期点検実施データ表及び経過表（様式第３５号） 

点検事故報告書（様式第３６号） 

２５項 

２６項 

２７項 

２８項 

年間点検実績報告書（様式第３８号） ３０項 

圧力点検済証（様式第４０号） ３２項 

・ 損害賠償責任保険加入者証例（資料９） ３３項 
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事業者認定の手続き 

１ 認定申請について 

（１）事業者認定の申請者 

事業者認定の申請者は、移動貯蔵タンクについて実際に点検業務を行う本店、支店、営業所又は

出張所等の名称を問わず、点検業務を実施する事務所等（以下「点検実施事務所」といいます。）

を１社として取扱い、１認定を行いますので、事業主が申請者となります。 

したがって、事業主が点検業務に関わらない点検実施事務所は、個別に事業者認定が必要とな

ります。事業者認定の単位の例が、別記１（Ｐ５）にありますので参照してください。 

 

（２）事業者認定申請書の記入方法 
  

ア 認定申請書は、全危協のホームページに掲載されておりますので、ダウンロードしてお使い

ください。事業者認定申請書の記入例が別記３（Ｐ７）にありますので、参考にしてください。 

    全危協ホームページ https://www.zenkikyo.or.jp 

イ 点検業務を実施する事務所の数 

   点検実施事務所の実数を記入してください。 

（例えば、本社のもとに営業所等が１０あるが、そのうち点検を実施しているのは３営業所で

あり、かつ本社も点検業務を実施している場合の点検実施事務所の数は４となります。） 

 

 
（３）事業者認定申請書に添付する書類 

事業者認定申請書には、次の添付書類が３部（正、副、控）必要です。（副及び控は正本のコピ

ーでも結構です。 

認定申請書に添付する書類の作成例がＰ８～Ｐ３３にありますので、参照してください。 

 

ア 定期点検業務実施規程 

別記２「移動貯蔵タンク定期点検業務実施規程に定める事項」（Ｐ６）及び「定期点検業務

実施規程作成例」（Ｐ８～Ｐ１０）を参照して作成してください。 

イ 事業体制 

会社の業務内容、点検実施体制等を明確にするもので、事業体制作成例「資料１」（Ｐ１１）

を参照して作成してください。 

ウ 点検資機材一覧表 

認定申請書及び実施規程に記載した点検方法に必要な点検資機材の一覧表を「資料２」 

（Ｐ１２）を参照して作成してください。 

エ 点検実施要領 

認定申請書及び実施規程に記載した点検方法に係る点検要領について点検実施要領作成例 

「資料３」（Ｐ１３～Ｐ１８）を参照して作成してください。 

オ 点検実施事務所一覧表 

  点検実施事務所が複数ある場合は、定期点検実施事務所一覧表作成例「資料４」（Ｐ１９）

を参照して作成してください。 
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カ 点検技術者一覧表 

a  現に点検に従事する技術者全員の一覧表を「資料５」（Ｐ２０）及び「資料７」（Ｐ２２）

を参照して、点検実施事務所ごとに作成してください。また、移動貯蔵タンク定期点検技術

者講習修了者は修了証番号等を、危険物取扱者免状所有者は免状の種類・番号を記載してく

ださい。 

b  定期点検技術者講習修了者が点検実施事務所ごとに必ず２名以上いることが、事業者認定す

るうえでの要件の一つです。 

キ 案内図 

  駅等から事業所までの案内図を「資料６」（Ｐ２１）及び「資料８」（Ｐ２３）を参照して、

点検実施事務所ごとに作成してください。 

ク 報告様式 

  移動貯蔵タンクの点検結果等を報告する様式をＰ２４～Ｐ３１を参考にして作成してください。 

また、点検の結果、異常がなかった施設には「圧力点検済証」（Ｐ３２）を貼付します。 

ケ 賠償責任保険加入者証の写し 

  定期点検の実施により危険物施設の設置者に損害をあたえた場合、損害賠償責任能力のある

ことも事業者認定の要件の一つです。 

a 損害賠償責任保険加入状況がわかるように、特別約款、特別条項を含んだものの写しを添

付してください。（請負業者賠償責任保険及び生産物賠償責任保険に加入していること。） 

b 補償額については、対人賠償（１名・１事故・期間中）１億円以上、対物賠償（１事故・

期間中）３，０００万円以上が必要です。 

C 現在未加入の場合で、全危協が斡旋する団体保険に加入する場合は、、申込票兼告知書若

しくはその写しを添付してください。「資料９」（Ｐ３３）参照 

 

（４）手数料の納入 
  ア 手数料は次のとおりです。 

区   分 手数料の額 消費税 計 

10 以上の点検実施事務所を有する者 200,000 円 20,000 円 220,000 円 

5 以上 9 以下の点検実施事務所を有する者 150,000 円 15,000 円 165,000 円 

4 以下の点検実施事務所を有する者 100,000 円 10,000 円 110,000 円 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば 

 

  
営業所または出張所 支 店 

点検実施事務 
まとめて 
１社 

認定申請の流れ 

本 社 ② 

⑧ ⑨ 

移動タンク定期点検事業者認定申請書 

① 
事業体制 

③ 

点検資機材一覧表 

④ 
定期点検実施要領 

⑤ 

実施規程 

⑥ 

定期点検実施事務所一覧表 

⑦ 
定期点検技術者一覧表 案内図 

案内図 損害賠償責任保険加入依頼書 

上記の書類を３部（正、副、控）用意 
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イ 手数料の振り込みは、金融機関での振り込み又はインターネットバンキングなどを利用して下

記の銀行口座に振り込んでください。 

〇 三井住友銀行 

金融機関コード 0009 支店名 東京公務部（096） 預金種目 普通  

口座番号 3002216  

口座名義 
ｲｯﾊﾟﾝｻﾞｲﾀﾞﾝﾎｳｼﾞﾝｾﾞﾝｺｸｷｹﾝﾌﾞﾂｱﾝｾﾞﾝｷｮｳｶｲ 

一般財団法人全国危険物安全協会 

ウ 手数料の振込後、手数料を振り込んだことを証明できる書類を申請書正本に添付してください。 

エ 手数料の振込に伴う手数料は申請者の負担となります。 

オ 既納の手数料は、原則として返金いたしません。 

（５）事業者認定の申請書類の提出先 

    提出先は、申請者の所在地の都道府県危険物安全協会（同趣旨の団体で名称を異にする団体

も含む。）です。 

例えば、申請者の所在地が東京都にある場合は、（公財）東京防災救急協会となります。都

道府県危険物安全協会の一覧表は、全危協のホームページに掲載してあります。 

全危協ホームページ https://www.zenkikyo.or.jp/about/prefecture/ 

２ 申請書類の確認及び認定証等の交付について 

（１）申請書類の確認は、認定事業者に相応する適正な業務が可能か、全危協の移動貯蔵タンクに係 

る定期点検確認基準（以下「確認基準」といいます。）に基づき次の事項について確認します。 

ア 講習修了者が各点検実施事務所ごとに、２名以上いるか。 

イ 適正な事業体制か。 

ウ 適正な点検資機材を備えているか。 

エ 適正な点検方法か。 

オ 定期点検業務実施規程に必要事項が網羅されているか。 

カ 必要な添付書類が付いているか。 

キ 損害賠償責任保険に加入しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所定の申請手数料

を振り込む 

振込先の間違いに 

注意してください。 

申請書正本に振込

証明書を添付して

ください。 

都道府県 

危険物安全協会へ

持参又は郵送 

により提出 

全危協にて 

確認 

１５日までに 

全危協に到着 

→ 翌月の１日 

１５日以降に 

全危協に到着 

→ 翌々 月の１日 

https://www.zenkikyo.or.jp/about/prefecture/
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（２）事業者認定日は、申請された月の１５日までに全危協が受付けたもので、認定事業者として

適正と認められた事業者については、翌月の１日となりますが、１５日以降に受付けたもの

（都道府県危険物安全協会が１５日までに受付けた場合で、全危協到着が１５日以降のもの

を含む）については翌々月の１日となります。 

（３）移動貯蔵タンク定期点検事業者認定証及び携行略証は、申請をした各都道府県危険物安全協

会で交付しますので、連絡がありましたら指示に従ってください。 

（４）全危協は、申請内容を確認基準に基づき確認しますが、その結果、適正を欠くと認められる

事業者については、その旨連絡し適正を欠く事項を改善していただき、改善後に認定を行い

ます。（手数料不要） 

３ 認定事業者の責務 

 認定事業者は、一般財団法人全国危険物安全協会地下タンク等及び移動貯蔵タンク定期点検実

施制度に関する規則を遵守しなければなりません。 

（１）遵守義務者 

遵守義務者は認定事業者、定期点検技術者講習修了者及び定期点検業務に係わる全ての方です。 

（２）事業者再認定 

認定事業者は事業者認定日から５年ごとに再認定を受けることが必要です。当該再認定を

受けた日以降も同様です。再認定を受けないと認定は失効となります。 

また、定期点検業務実施規程を変更するときも、再認定を受けなければなりません。ただ

し、別に定める軽微な変更をする場合は除きます。 

（３）認定事業者の報告等について 

ア 点検結果の報告 

認定事業者は、定期点検の結果を別添え様式第３２号～第３５号（Ｐ２４～Ｐ２７）の

報告書により危険物施設の設置者等に報告しなければなりません。 

イ 全危協に対する報告等 

認定事業者は点検業務に伴う事故が発生した場合は、別添え様式第３６号（Ｐ２８、 

Ｐ２９）により速やかに全危協に報告しなければなりません。 

また、毎年４月１日から翌年３月３１日までの点検実績を別添え様式第３８号（Ｐ３０、 

Ｐ３１）により、毎年４月末日までに全危協に報告しなければなりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定証等の交付 

様式第 32 号 

点検結果の報告 

設置者等 

へ報告 

圧力点検済証 

施設へ表示 

定期点検実施 

様式第 33 号 

様式第 34 号 様式第 35 号 

移動貯蔵タンク定期点検実施結果報告書  移動貯蔵タンク定期点検実施結果一覧表  

移動貯蔵タンク定期点検実施データ及び経過表  移動貯蔵タンク定期点検実施データ及び経過表  
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（４）圧力点検済証について 

認定事業者は、定期点検を実施した結果、異常のなかった施設に対して、全危協規則で定

める圧力点検済証（別添え様式第４０号）（Ｐ３２）を必ず貼付しなければなりません。 

   圧力点検済証は次の要領により交付します。 

ア 圧力点検済証の交付を受けようとする者は、所定の申請書により各都道府県危険物安全

協会に申請してください。 

イ 圧力点検済証の交付申請時には、認定事業者であることを証明するため、事業者認定証

若しくは携行略証を提示してください。 

ウ 圧力点検済証は、各認定事業者の業務計画に基づき事前準備していただいて結構です。 

エ 圧力点検済証は、移動タンク１基につき１枚を貼付します。 

オ 圧力点検済証の交付手数料は、１枚３８５円（消費税含む）です。 

カ 手数料の納入は、申請時に各都道府県の危険物安全協会の指示に従ってください。 

４ 事業者認定の取消について 

  全危協は、認定事業者が次に掲げる事由に該当するに至った場合、事業者認定を取り消すこと

があります。 

（１）点検業務に従事する者に対して、不適切な点検の実施又は虚偽の報告等を行わせた場合 

（２）定期点検技術者講習修了者を置かないで、点検を行った場合 

（３）その他、不適切な行為を行ったと認められた場合 

別記１ 

５ 事業者認定の単位の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この場合は、１社の認定で点検事務所の数は３となり、申請者は、会社の代表者となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例１ 本社が点検業務に関わる場合 

株式会社 全危サービス 

本社 

点検を実施

する支店 

点検を実施 

する支店 

点検を実施 

しない支店 

支店 

点検を実施 

しない支店 

支店 

（点検を実施） 

点検事故報告 

全危協に対する報告 

様式第 36 号 

 年間点検実績報告書 

全危協 

 

様式第 38 号 
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別記２ 

６ 定期点検業務実施規程に定める事項 

１ 総括的事項 

(1) 移動貯蔵タンクの点検事業者が点検業務を適正かつ安全に実施することを目的とするための

社内規程であること。 

(2) 規程の遵守義務は、点検業務に係わる全従業員にあること。 

(3) 「一般財団法人全国危険物安全協会地下タンク等及び移動貯蔵タンク定期点検実施制度に関

する規則」を遵守すること。 

(4) 規程の改正に当たっては、全危協への手続を要すること。 

２ 管理体制等 

(1) 点検業務の実施に係る責任者等の管理体制 

(2) 点検業務の実施に当たる従業員の教育・訓練の実施体制（対象、時期、方法等） 

(3) 保有する点検資機材の種類・数量及び精度並びにその校正等の維持管理体制 

(4) 点検実施結果に対する社内確認及び保存体制 

(5) 点検に係る賠償責任能力 

３ 点検方法等 

(1) 点検の準備・調査 

 ア 点検対象タンク等の構造、周囲の状況その他点検実施に当たって把握しておくべき項目に

ついての調査及び関係者との打合せ 

 イ 作業内容・方法についての関係者との打合せ 

 ウ 点検機器の取付、開口部の閉鎖気密保持等点検実施前に行う作業の方法 

(2) 点検実施方法 

 ア 圧力設定、設定時間等の点検実施方法 

 イ 点検結果の判定方法 

(3) 安全対策 

ア 点検実施前にとるべき安全確保の方法（配管及び槽内の危険物の有無の確認等） 

 イ 点検実施中における監視立会い等の方法 

 ウ 点検実施後のガス放出等に対する安全確保の方法 

４ 点検結果の報告等 

(1) 点検実施後の施設の所有者等に対する点検結果の報告方法等 

(2) 点検の結果異常のなかった施設に対する点検済証の貼付 

(3) 点検実施に際して事故が発生した場合の措置・報告方法 

(4) 年間点検実績の報告方法等 

 

 

 

例２ 本社が点検業務に関わらない場合 

本社 点検を実施 

する支店 

（点検は実施しない） 

この場合は、１社の認定で点検事務所の数は１となり、申請者は、支店長となります。 

株式会社 全危サービス 
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７ 認定申請要領 

別記３ 

18 21  

♃fi◒  
 

 

₃₃ ₃₃ ₃₃        
 
  

           

     ─≤⅔╡ ╩ ↑√™─≢ ⇔╕∆⁹ 
 

     

    ₃ ₃ ₃  

 ☻ⱦכ◘  

       

  

 

 

ₔ105- 0021 

   ₃ ₃ ₃  

 

 ₃₃-₃₃₃-₃₃₃₃ 

ⱨ ꜞ ● ♫      

 

┘ 

 

      ☻ⱦכ◘  

 

 

     ₃₃-₃₃₃-₃₃₃₃ 

 chi yoda ₃₃₃. co.jp  

─  ᵑ ●☻       

╩  
∆ ╢ ─  

 2  ╖  10 ♃fi◒ 50  

 

ᵑ   ᵒ  
ᵓ     ᵔ  
ᵕ   ᵖ  
ᵗ          ᵘ ─  
ᵙ   10 ∕─         

    

  

    

β  ↓─ ─ ⅝↕│⁸ A4≤∆╢⁹ 

   ─ │ ⇔⌂™≢ↄ∞↕™⁹ 

   ─ ┘ │⁸ ∆╢≤↓╤⌐₃ ╩≈↑≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

 

申請者の住所・事業者名・代表

者名を記入してください。 

担当者の氏名・電話番号・ﾒｰﾙｱ
ﾄﾞﾚｽを記入してください。 

申請事業者の住所・事業者名・代表
者名を記入してください。 
申請者名と申請事業者名は異なる
ことがあります。（P5 参照） 

実際に行う点検方法にの

み〇を付してください。 

1 年間に点検を実施する施設

数とタンク本数を記入してく

ださい。 

╩ ╡ ╪∞↓≤⅜ ≢⅝╢ ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ ⁸ ⌐╙↓╣╩◖Ⱨכ⇔√╙
─╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹  

点検業務を行わない支店

等の数は記入する必要は

ありません。 

（申請書記入例） 

印 

式 

 

Ἠ

 ˫ 
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別記４ 

様式第 22号（第 21条関係） 

 

株式会社全危サービス定期点検業務実施規程 

  年  月  日 

 

（目  的） 

 第１条 この規程は、「消防法第１４条の３の２の規定に基づき実施する移動貯蔵タンクの漏れの点検

に係る定期点検」（以下「定期点検」という。）について、点検作業方法、報告、管理体制等を次の

ように定め、もって定期点検を適正、かつ安全に実施することを目的とする。 

（遵守事項） 

第２条 本規程は、定期点検業務に従事する全従業員が遵守しなければならない。 

 ２ 前項の掲げるもののほか、「一般財団法人全国危険物安全協会地下タンク等及び移動貯蔵タンク

定期点検実施制度に関する規則」（以下「全危協規則」という。）を遵守するものとする。 

（規程変更） 

 第３条 次に掲げる軽微な変更の場合を除き、認定申請内容を変更しようとする場合は一般財団法人全

国危険物安全協会に再認定の手続きを行うものとする。 

   (1) 事業者名及び代表者名並びに主たる事業所の所在地の変更 

   (2) 事務所等の数の変更（現事務所の数を超えるものを除く。） 

   (3) 定期点検技術者講習修了者数の増減 

   (4) 定期点検業務チーム数の増減 

   (5) 点検資機材保有数の増減（点検方法の変更が無く、増加の場合は従来の資機材と同一精度の

ものに限る。） 

   (6) 同一精度における計測資機材の変更 

（事業体制） 

 第４条 当社における業務内容、定期点検実施体制を「資料１」のように定め、事業の明確化を図るも

のとする。 

（管理体制） 

 第５条 当社における定期点検の管理体制は、次のように定める。 

                                点検員 

代表責任者   検査課長   検査係長  点検責任者  

             点検員 

（教育・訓練） 

 第６条 当社では定期点検については、専門知識と専門点検装置を必要とするため、点検員に対し初任

者・現任者の別に研修を実施するものとする。 

  ２ 研修実施内容は、次に掲げる科目、時間について実施するものとする。 

   (1)  初任者研修 

     ア 消防法令関係について（1 時間） 

     イ 移動貯蔵タンクの構造設備について（1 時間） 

     ウ 基礎物理学について（1 時間） 

     エ 定期点検実施要領について（1 時間） 

     オ 作業上の安全管理について（1 時間） 

 

「作成例」 
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   (2) 現任者研修 

    ア 消防法令関係について（1 時間） 

    イ 漏えい事故事例及び定期点検の奏功事例について（1 時間） 

    ウ 作業上の安全管理について（1 時間） 

  ３ 研修の実施時期は、年１回とし記録を５年間保存するものとする。 

（資機材の管理） 

 第７条 当社では、定期点検の安全と信頼を期するため、点検資機材を「資料２」のとおり確保し、

維持管理は次により行うものとする。 

   (1) 資機材の機能についての点検は、毎月１回実施し、外観の点検については、点検を行う前に

実施する。 

   (2) 測定用機器の校正は、毎年 1 回以上行う。また、トラブル等により部品交換した場合又は保

守点検により異常が認められた場合は、必ず校正を行う。 

   (3)  校正は、精度のはっきりしている機器と比較校正を行う。自社において校正不能の場合

は、メーカーへ依頼する。 

   (4)  機能点検及び校正は、測定機器に精通した者が行い、責任者が確認し記録を５年間保存す

る。 

（データ管理） 

 第８条 試験データの分析は、定期点検技術者講習修了者が行い、判定について社内確認するものと

する。 

  ２ 点検結果報告書は２部作成し、正本を施設関係者に報告するとともに、副本は当社において定

期点検実施日から１０年間保存するものとする。 

（事前調査） 

 第９条 危険物施設の定期点検に伴う災害発生を防止するとともに、効率的な定期点検が行われるよ

う検査員が直接当該施設を十分に把握している関係者から状況を聴取するとともに、現地調査を行

うものとする。 

  ２ 施設関係者とは、事前に次の事項について打ち合わせを行うものとする。 

  (1) タンクの設置状況の確認 

設置時の図面により現車の設置状況を確認する。 

   (2) タンクの状況記録 

パッキンの損傷、劣化の有無を目視で確認する。 

   (3) 残油及び油種の確認 

タンク及び配管内の残油の確認と点検実施直前に積載した液種を確認する。 

 （点検方法） 

 第 10 条 定期点検の方法については、法令等の定める基準に基づき実施するほか、「資料３」の「移動

貯蔵タンク定期点検実施要領」によるものとする。また、危険物漏えい等事故防止に努めるとと

もに消防法及びその他の関係法令を遵守する。 

  ２ 移動貯蔵タンクは、点検前、十分な放置時間をとるとともに、予備点検は液種に関係なく必ず実

施する。 

  ３ 定期点検の結果、異常が認められた場合は、施設関係者に報告するとともに細部点検を行い異常

個所を特定する。 

  ４ 圧力は必ずゼロ状態から記録し、点検終了までの全体的な変動を記録する。 

（判  定） 

 第 11 条 定期点検の異常の有無に関する判定については、試験データを十分に分析、検討するものと

し、判定は「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示（昭和４９年自治省告示 

第９９号）」の定めによるものとする。 
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（安全対策） 

 第 12 条 定期点検の実施に当たっては、次に定める安全対策を遵守するものとする。 

   (1) 作業は必ず２名以上で実施する。 

(2) 作業範囲設定に当たっては、防護さく、掲示板、ロープ等により適切な作業範囲を設定し、

関係者以外の立ち入り及び火気の使用を禁止する。 

   (3) 消火設備として、作業場所には適応消火器を配置する。 

   (4) 配管及びタンクの残油を抜き取る場合は静電気防止対策を講じ、基準に適合した容器に収納

し、火災予防上安全な場所に保管する。 

   (5) 目視検査等、タンク内進入作業の時には、可燃性蒸気測定器、酸素濃度計によりガス濃度を

測定する。異常がないことを確認した時には衣類、靴等からの静電気の発生を防止するとともに

十分な換気を行いながらタンクに進入する。照明器具は防爆型のものを使用する。 

   (6) 測定機器、治具等の取り付けに当たっては、接触による火花の発生防止に努める。 

   (7) 危険場所内で使用する電気器具は防爆構造とする。 

   (8) 点検開始にあたり点検作業責任者は次の事項の確認を行うこと。 

    ア タンク、配管の残油の確認 

    イ タンク開口部の密封状態 

    ウ 測定機器の取り付け状態 

    エ 加圧用安全弁の取り付け状態 

    オ 窒素ガスボンベ及び圧力調整器の配置状態 

    カ 車輌の固定状態 

   (9) 点検実施中は、施設関係者の立ち会いを求め、記録装置の作動状況を確認するとともに、常

時圧力を監視し、不測の事態に対応できる体制をとる。 

   (10) 点検終了後の開口部密閉器具の取り外しは、圧力計指示がゼロであることを確認してから行 

う。 

   (11) 施設復旧作業については、取り外した安全弁のとりつけ等各部を復旧し、終了の確認を行う。 

（結果報告） 

 第 13 条 点検結果の報告書は「全危協規則」第２７条の１で定める別添え様式第３２号・第３３号・第

３４号・第３５号を用いるものとし、記録紙等の計測データを添付するものとする。 

  ２ 点検を実施した結果、異常が認められなかった移動貯蔵タンクには、「全危協規則」第２９条の

１で定める別添え「圧力点検済証」を貼付し、点検事業者の責任を明確にするものとする。 

（事故報告） 

 第 14 条 定期点検実施に際し、人的若しくは物的事故を起こした場合は、速やかに応急措置を行うと

ともに、施設関係者に報告し、第５条に定める管理体制により速報するものとする。 

   ２ 前項の速報を受けた者は状況を調査し、その結果の概要を「全危協規則」第２８条の１で定め

る別添え様式第３６号により一般財団法人全国危険物安全協会に報告するものとする。 

（年間実績報告） 

  第 15 条 年間実績報告は、前年度（毎年４月１日から翌年３月３１日まで）の間に実施した点検結果

の実績を毎年４月末までに「全危協規則」第２８条の２で定める別添え様式第３８号により一般

財団法人全国危険物安全協会に報告するものとする。 
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「資料１」 

 

株式会社全危サービス事業体制 

〇〇年〇〇月〇〇日 

 

１ 会社概要 

(1)  設立年月日      〇〇年〇〇月〇〇日 

(2)  従業員数             〇〇名 

(3) 支店等の数            〇ケ所 

 

２ 業務内容 

(1)  危険物施設の漏えい検査業務 

(2)  危険物施設の設置業務 

(3) 自動車の整備業務 

(4) 運送業務 

(5) その他 

 

３ 検査体制 

(1)  検 査 員  講習修了者 〇名 危険物取扱者 〇名 

 非破壊検査技術技量認定 〇名 

(2) 検 査 機 器  所有、リース  〇台 

(3) 検査実施場所  自社内（屋内 屋外） 〇〇〇㎡   出張 

 

４ 損害賠償責任保険 

(1)  保険会社名  〇〇保険株式会社 

(2)  契 約 期 間  〇〇年〇〇月〇〇日 ～ 〇〇年〇〇月〇〇日 

(3) 保 険 内 容  請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険 

(4) 補償限度額  対人保険 １億円・対物賠償 ３千万円 

  

 

 

※ 機器がリースの場合は、リース契約書のコピーが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「作成例」 
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「資料２」 

点検資機材一覧表 

 
ⱷכ◌כ 

 
   

☿fi◘כ 

ꜚ♬♇♩ 

 

 

ה ה ☿fi◘כ

               

┘  

 

☿fi◘כ 

   0kPa 25kPa 

          0.01kPa 

          %FS 

 

☿fi◘כ 

   - 10ϴ 50ϴ 

           0.01ϴ 

 

 

24 kPa 

 

 

ה   

⁸ ◖fi♩꜡כꜟ     

       

 

 

     

          MPa   MPa  

 

  MPa   MPa  

 

ⱨכꜞꜞ  

  

Ɽ כ ♁ ♫ ꜟ 

◖fiⱧꜙכ♃כ 

 

 

♁ⱨ♩►▼▪ 

 33 ⌐ ∂√ ♁ⱨ♩ 

ה  ⅎ™ ה ה

ה  

 

ⱪ꜡◓ꜝⱶ 

─

⌐ ≠⅝  

  

ⱪꜞfi♃כ 
 

 

 

─ ╩

 

  

●☻ Ⱳfiⱬ    

 ♃כ꜠ꜙ◑꜠
 

 

   MPa 

   MPa 

 
 

   24kPa   

  
ⱱה☻כ ⱱכ☻ ┘  

☻Ɽ♫ 

  

       

※ これは作成例ですので、実際に所有する資機材を記入してください。 

「作成例」 
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「資料３」 

移動貯蔵タンク定期点検実施要領 
（アルキルアルミニウム等を貯蔵し取り扱うもの以外の点検方法） 

 

ガス加圧法 

   

点検の 

概要 

●☻ │ ⇔√ ♃fi◒ ₈♃fi◒₉≤™℮⁹ ⌐●☻

╩ ⇔⁸ ─ ⌐≡ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟

╡ ⅎ™─ ╩ ∆╢ ≢№╢⁹ ⌐│⁸♃fi◒ ┘ ─

╩ ≡ ⅝ ╡ ─ ⌐∆╢≤≤╙⌐⁸●♁ꜞfi ─ ™ ╩ ⇔

≡™√♃fi◒ ⌐№∫≡│ ⌂ ╩≤╡⁸ ─ ╩ ↑⌐ↄ™

≢ ∆╢⁹ │ ●☻ │⁸ ─●☻╩ ⇔⁸ ─

│20kPa≤∆╢⁹  

特 長 

─ ☿fi◘כ⌐╟╢♃fi◒ ≤⁸ ─ ─

╩ ⇔⁸ ╘╠╣√ ⌐╟╡ ╩ ⇔≡ ⌐╟╡

↓╢ ╩ ⇔√ ╩ ⅝ ⇔ ⅎ™─ ╩ ∆╢╙─≢№╡⁸

╩ ≈♃fi◒⌐ ⇔≡│⁸ ♃fi◒ ↔≤─ ─℮∟ ─ ╩

⇔√♃fi◒ ╩ ♃fi◒ ≤⇔≡∕─ ♃fi◒ ─ ≤

─♃fi◒ ─ ─♃fi◒ ↔≤─ ⌐╟╡ ⅎ™─ ╩

≢⅝╢↓≤╩ ≤∆╢⁹  

点検器具 

の種類と 

維持管理 

(1) ─   

ᵑ   

25kPa ─ ╩ ≢⅝⁸0.01kPa ─ ╩ ╖≤╡ ≢⅝╢╙─⁹  

ᵒ   

⌐ ⅎ℮╢╙─≢⁸0.02ϴ ─ ╩ ≢⅝╢╙─⁹  

ᵓ   

⅜ ╦∫≡╙ ꜟכ◦⌂ ⁸ ╩ ⇔≡™╢╙─⁹  

ᵔ   

Ⱳfiⱬ⅔╟┘꜠◑ꜙ꜠כ♃  

☿♇♩ 24kPa ⅔╟┘Ⱬ♇♄   

(2) ─   

ᵑ ⁸ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⁸ ╩ ⅎ⌂™⁹ │

⁸ ─ √╢ │ ↑╢⁹ ⌐ ╩ ™⁸ ⅜№╣┌

⁸ ╡ ⅎ╢⁹  

ᵒ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⁸ ─ ꜟכ◦⁸ ─♅▼♇◒╩

™⁸ ⅜№╣┌ ⇔⁸ │ ╡ ⅎ╢⁹  

事 前 調 査 

(1) ♃fi◒─ ─   

─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢⁹  

(2) ♃fi◒─   

⁸ ⁸ ⁸♃fi◒ ╩ ∆╢⁹  

(3) Ɽ♇◐fi─   

Ɽ♇◐fi─ ─ ╩ ⌐╟╡ ∆╢⁹  

(4) ┘ ─   

♃fi◒ ┘ ─ ≤ ⌐ ⇔≡™√ ╩ ∆╢⁹  

 

 

「作成例」 
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準 備 

(1) ♃fi◒   

♃fi◒ ⅜ ⌐₈ ₉─ ⌐№╢↓≤╩ ∆╢⁹ ⌐⁸●♁ꜞfi

─ ™ ╩ ⇔≡™√♃fi◒ ⌐№∫≡│⁸♃fi◒ ╩₈ ₉─ ⌐⇔≡

ⱴfiⱱכꜟ╩ ⇔√ ⌂ ╩≤╢⁹  

(2) ♃fi◒─   

♃fi◒╩ ╕√│ ⁸ ⌐╟╡ ─ ╩ ↑⌂™

⌂ ⌐ ⅝⁸ ⅛⌂™╟℮ ∆╢⁹╕√⁸ ╟╡ ⇔≡⅝√ │⁸

♃fi◒⅜ ⌐ ∆╢╕≢ ⌂ ╩≤╢⁹  

(3) ─   

◄fi☺fi ─ ⌐╟╢ ╩ ↑⌂™ ⌐∆╢⁹  

(4)   

⁸ ⁸ ⱪ⁸כ꜡ ─ ╩ ™⁸ ─⌂™

⌐ ∆╢⁹  

(5) ♃fi◒─   

⁸ ⁸ ∕─ ⱣꜟⱩ ╩ ⌐₈ ₉─ ⌐∆╢⁹  

─ ╩ ╡ ⇔⁸ ⌐≡ ∆╢⁹  

(6) ⁸ ─   

ᵑ ☿fi◘כ─ │⁸♃fi◒─ ┘ ⅛╠∕╣∙╣╟╡ 150

─ ≤∆╢⁹  

ᵒ ♃fi◒─ │⁸♃fi◒ ─ⱴfiⱱכꜟ ≤∆╢⁹  

ᵓ ♃fi◒─ │⁸∕╣∙╣─♃fi◒ ⱴfiⱱכꜟ─ ≤∆╢⁹  

予 備 試 験 

⌐╟╡ ⌐ ∫√⅛≥℮⅛ ∆╢⁹↓─√╘⁸ ╩ ℮ ⌐♃

fi◒ ╩ ⇔⁸ ∑∏⌐ ╩ ⇔⁸10 ─ ⅜±

0.02kPa ⌐№╣┌ ⌐№╢≤ ↕╣√╙─≤⇔ ⌐ ™╢⁹  

─ │⁸ ─ ⌐╟╡ ⌂℮⁹  

 

 

 

ᴅ 10 10 ─  kPa  

10 10 ─ 101.33kPa abs   

c ─ 101.33kPa abs   

10 10 ─♃fi◒ ┘ ─ ₈ ₉≤™℮⁹   

273.15°   

c ─   

273.15°   

加圧方法と 

留意事項 

(1)   

╩ ⇔⌂⅜╠ Ⱳfiⱬ ─ⱣꜟⱩ╩ ⅝⁸ ●☻╩ ₁

⌐ ⇔⁸ ╕≢ ∆╢⁹ │20± kPa≤∆╢⁹ ♃fi◒┼─

─ ⁸♃fi◒ ⌐╟╡ ⌐ ∆╢ ╩ ⌂ↄ∆╢╟℮☻

♩♇ⱪⱣꜟⱩ ⌐≡ ⇔⌂⅜╠ ∆╢⁹ ⌐ ⁸ ─ⱣꜟⱩ

╩ ╘╢⁹  

20 ─ ╩ ⅝⁸∕─40 ╕≢─ ≤ ─ ╩

∆╢⁹ ⁸ ⌐ ↑╪ ╩ ⇔⁸ ⌐╟╢ ╩ ™⁸

╣⅜⌂™↓≤╩ ∆╢⁹  

(2) ─   

ᵑ ⁸ │⁸ ⅜♀꜡ ⅛╠ ╩ ╘⁸ ⅛

╠ ╕≢ ⌐ ╩ ↑ ⌂ ╩ ⇔⁸ ╩

∆╢⁹  

ᵒ ─ ⇔™ ─ ⁸ ⌐│⁸ ╩ ⇔⌂™⁹  

復 帰 

(1) ⅜♀꜡⌐⌂╢╕≢ ╩ ⅝⁸♀꜡⌐⌂∫√↓≤╩ ⇔≡⁸

╩ ╡ ∆⁹  

(2) ╡ ⇔√ ╩ ╡ ↑╢ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ℮⁹  

T 10 P c × 
⊿P 10 P 10 

T c 
＝ ― 
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判 定 
方 法 

(1)   

 20 ─ ╩ ⅝⁸∕─ 40 ─ ≤ ─ ╩

⇔⁸ ─ ⌐╟╡ ╩ ∆╢⁹ 

 

 

ᴅ 40 40 ─  kPa 

20 20 ─ 101.33kPa abs  

60 60 ─ 101.33kPa abs  

20 20 ─♃fi◒  

        273.15      

60 60 ─  

        273.15      

 

⅛╠ 60 ⌐⅔↑╢ ╩⁸ ⅛

╠ 20 ─ ⌐⅔↑╢ ⌐ ⇔√  

(2)   

ᵑ ♃fi◒─  

  

        ᴅ 40֔ 0.20kPa    ⌂⇔  

    0.20kPa ᴅ 40֔ 0.40kPa      

    0.40kPa ᴅ 40    №╡ 

⅜ⱴ▬♫☻ ─ ⁸ 0.2kPa │₈ ⌂⇔₉≤

∆╢⁹ 0.2kPa╩ ⅎ╢ │ ⅜ ™⅛ │ ⅜ ─

⅜ ⅎ╠╣╢─≢ ╩ ⌂℮⁹ 

│⁸♃fi◒ ─ ⁸ ─ ╩ ⇔√ ∆╢

↓≤≤⇔⁸∕─ ↕╠⌐ ╩ ∆╢ │⁸ ⌐╟╢ ╩

⌂℮⁹ 

 

ᵒ ─♃fi◒─  

 ─♃fi◒╩ ∆╢♃fi◒≢ ∆╢♃fi◒ ╩ ⌐ ⇔⁸∕╣∙╣

─♃fi◒ ⌐≈™≡ ╩ ∆╢ │⁸ ♃fi◒ ↔≤─

ᴅ 40 ─℮∟ ─ ᴅ min ╩ ⇔√♃fi◒╩ ♃fi◒ ≤⇔≡

─ ⌐╟╡ ─♃fi◒ ↔≤─ ╩ ∆╢⁹ 

 

 ♃fi◒ ↔≤─  o ᴅ n ᴅ min 

ᴅ n   ♃fi◒ ─♃fi◒ ─  kPa 

ᴅ min ♃fi◒ ─         kPa 

 

   

                      

  ᴅ min֔ 0.20kPa≢     o֔0.20kPa─  ⌂⇔  

  ᴅ min֔ 0.20kPa≢ 0.20kPa o֔0.40kPa─   

0.20kPa ᴅ min֔ 0.40kPa≢  o֔0.20kPa─   

─  №╡ 

 ⅜ⱴ▬♫☻ ─ ⁸ 0.2kPa │₈ ⌂⇔₉≤∆

╢⁹ 0.2kPa╩ ⅎ╢ │ ⅜ ™⅛ │ ⅜ ─ ⅜

ⅎ╠╣╢─≢ ╩ ⌂℮⁹ 

 │⁸♃fi◒ ─ ⁸ ─ ╩ ⇔√ ∆╢

↓≤≤⇔⁸∕─ ↕╠⌐ ╩ ∆╢ │⁸ ⌐╟╢ ╩

⌂℮⁹ 

P 60 × 
⊿P 40 P 20 

T 60 

20 T 
＝ ― 

P 60 × 
⊿P 40 P 20 

T 60 

20 T 
＝ ― ★ 
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報告書 
作 成 

─╙─╩ ⁸ ∆╢⁹ 

(1)  ♃fi◒  

(2)  ♃fi◒  

(3)  ♃fi◒ כ♃כ♦ ┘  

留意点・ 
安全対策 

(1) ה  ה ⱪ⁸כ꜡ ╩ ⇔≡ ה ⌐ ╘╢⁹ 

(2)  ♃fi◒ ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤╩ ⇔≡⅛╠ ∆╢⁹ 

(3)  ⅝ ∫√ │ ⌂ ⌐ ∆╢⁹ 

(4)  ⅜ ⌐⌂∫√ ⌐╙ ⌂ ⅜ ╦╠⌂™╟℮⁸ │ ⌐

╩ ⇔ ⅛╠ ╣⌂™⁹ ⁸ ꜝ▬fi⌐│ 24kPa ─

╩ ↑╢⁹ 

(5)  │ ─ ⌐ ∫≡ ⌐ ™⁸ ⌂ ╩⇔⌂

™⁹ 
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移動貯蔵タンク定期点検実施要領 
（アルキルアルミニウム等を貯蔵し取り扱うもの以外の点検方法） 

 

 液体加圧法 

                    

点 検 の 
概 要 

│ ⇔√ ♃fi◒ ₈♃fi◒₉≤™℮⁹ ⌐ │⁸ ─

╩ ⇔⁸ ─ ⌐≡ ⇔⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⌐╟╡ ⅎ™─

╩ ∆╢ ≢№╢⁹ ⌐│⁸♃fi◒ ┘ ─ ╩ ≡ ⅝ ╡ ─

⌐⇔≡⅛╠⁸ │⁸ ─ ╩ ⇔≡ ∆╢⁹ ─ │20kPa≤∆╢⁹ 

特 長 

●☻ ⌐ ═≡ ─ ╩ ↑⌐ↄ™√╘⁸ ≢─ ⅜

≢№╢⁹╕√⁸ ⌐≡ ╣ ─ ⅜≢⅝╢ ⌐╟╡●☻ ⌐╟∫≡ ╦⇔™≤

↕╣√ ─ ≤⇔≡ ≢⅝╢⁹ 

点検器具
の種類と
維持管理 

(1)  ─  

ᵑ  

  25kPa ─ ╩ ≢⅝⁸0.1kPa ─ ╩ ╖≤╡ ≢⅝╢╙─⁹ 

ᵒ  

  ⌐ ⅎ℮╢╙─≢⁸1.0ϴ ─ ╩ ≢⅝╢╙─⁹ 

ᵓ  

  ⅜ ╦∫≡╙ ꜟכ◦⌂ ⁸ ╩ ⇔≡™╢╙─⁹ 

ᵔ  

  ⱳfiⱪ ┘ 24kPa≢ ∆╢╙─⁹  

(2)  ─  

ᵑ ⁸ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⁸ ╩ ⅎ⌂™⁹ │ ⁸

─ √╢ │ ↑╢⁹ ⌐ ╩ ™⁸ ⅜№╣┌ ⁸ ╡ ⅎ╢⁹ 

ᵒ ⌐≈™≡│⁸ ⌐ ⁸ ─ ꜟכ◦⁸ ─♅▼♇◒╩ ™⁸ ⅜№

╣┌ ⇔⁸ │ ╡ ⅎ╢⁹ 

事 前 
調 査 

(1) ♃fi◒─ ─  

 ─ ⌐╟╡ ─ ╩ ∆╢⁹ 

( 2) ♃fi◒─  

 ⁸ ⁸ ⁸♃fi◒ ╩ ∆╢⁹ 

( 3) Ɽ♇◐fi─  

 Ɽ♇◐fi─ ─ ╩ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

( 4) ┘ ─  

  ♃fi◒ ┘ ─ ≤ ⌐ ⇔≡™√ ╩ ∆╢⁹ 

準 備 

( 1)  ♃fi◒  

 ♃fi◒ ⅜ ⌐₈ ₉─ ⌐№╢↓≤╩ ∆╢⁹ 

( 2)  ♃fi◒─  

 ♃fi◒╩ ╕√│ ⁸ ⌐╟╡ ─ ╩ ↑⌂™ ⌂ 

⌐ ⅝⁸ ⅛⌂™╟℮ ∆╢⁹╕√⁸ ╟╡ ⇔≡⅝√ │⁸♃fi◒⅜ 

⌐ ∆╢╕≢ ⌂ ╩≤╢⁹ 

( 3)  ─  

 ◄fi☺fi ─ ⌐╟╢ ╩ ↑⌂™ ⌐∆╢⁹ 

( 4)   

 ⁸ ⁸ ⱪ⁸כ꜡ ─ ╩ ™⁸ ─⌂™ ⌐

∆╢⁹ 

( 5)  ♃fi◒─  

 ⁸ ⁸ ∕─ ⱣꜟⱩ ╩ ⌐₈ ₉─ ⌐∆╢⁹ 

 ─ ╩ ╡ ⇔⁸ ⌐≡ ∆╢⁹ 

( 6)  ⁸ ─  

─◒fi♃⁸│ ה ≤ ∂ ↕─ ⌐ ∆╢⁹ 

⁸│כ◘fi☿ ה ─ ─ ⌐ ∆╢⁹ 

⁸│ ה ⌐ ≢⅝╢ ≤∆╢⁹ 
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加圧方法
と 

留意事項 

(1)   

ᵑ ♃fi◒ ⌐ ─ ⅜⌂™⅛ ⁸ ╩ ╩כ▪◄⁸⇔ ⌐ ∆╢⁹ 

ᵒ ╩ ⇔⌂⅜╠ ⱳfiⱪ ⌐╟╡ ₁⌐ ╕≢ ∆╢⁹ 

ᵓ │ 20± kPa≤∆╢⁹ 

ᵔ ♃fi◒┼─ ─ ⁸ ⌐ ─ ⌐∆╢⁹ 

ᵕ ⌐ ⁸ ─ⱣꜟⱩ╩ ╘╢⁹ 

(2)   

10 ─ ╩ ⅝⁸∕─ ─ ≤ 60 ╕≢─

─ ╩ ∆╢⁹ ⁸ ⌐╟╢ ╙ ™ ╣⅜⌂™↓≤╩ ∆╢⁹ 

(3)  ─  

ᵑ ─ │⁸ ⅛╠ ⌐ ╩ ╘⁸ ╕≢ ↑⁸ ⌂

╩ ⇔ ╩ ∆╢⁹ 

ᵒ ⁸ ─ ⅜ ╠╣╢ │ ╩ ⅝ ∫√ ╩∆╢⁹ 

ᵓ ─ ⇔™ ⌐│⁸ ╩ ⇔⌂™⁹ 

復 帰 

(1)  ⅜♀꜡⌐⌂╢╕≢ ╩ ⅝⁸♀꜡⌐⌂∫√↓≤╩ ⇔≡⁸

╩ ╡ ∆⁹ 

(2)  ♃fi◒ ┘ ⅛╠ ╩ ⌐ ∆╢⁹ 

(3)  ╡ ⇔√ ╩ ╡ ↑╢ ╩ ⇔⁸ ─ ╩ ℮⁹ 

判 定 
方 法 

10 ─ ╩ ⅝⁸∕─ ─ ≤ 60 ─ ≤─

╩ ─ ⌐╟╡ ∆╢⁹ 

 

 

10 10 ─  kPa  

60 60 ─  kPa  

 

↓─ ⅜0.05 ─ │ ⌂⇔ 0.05 ╩ ⅎ╢ │ №╡ ≤

∆╢⁹ 

報告書 
作 成 

─╙─ ⁸ ╩ ∆╢⁹ 

(1)  ♃fi◒  

(2)  ♃fi◒ כ♃כ♦ ┘  

留意点・
安全対策 

(1) ה   ה ⱪ⁸כ꜡ ╩ ⇔≡ ה ⌐ ╘╢⁹ 

(2)   ♃fi◒ ─ ⅜ ⌐ ↕╣≡™╢↓≤╩ ⇔≡⅛╠ ∆╢⁹ 

(3)   ⅝ ∫√ │ ⌂ ┼ ∆╢⁹ 

(4)   ⅜ ⌐⌂∫√ ⌐╙ ⌂ ⅜ ╦╠⌂™╟℮⁸ │ ⌐ ╩

⇔ ⅛╠ ╣⌂™⁹ ⁸ ꜝ▬fi⌐│ 24kPa ─ ╩ ↑╢⁹ 

(5)   │ ─ ⌐ ∫≡ ⌐ ™⁸ ⌂ ╩⇔⌂™⁹ 

(6)   ⌐ ⇔√ ─ ⌐№√∫≡│⁸⇔⅛╢═⅝ ╩ ⌂℮⁹ 

(7)   ≤⇔≡ ⁸♃fi◒ ⌐ ╩ ∂╢ ≢│ ╩ ⇔⌂™⁹ 

 

 
 
 

10

6010
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「資料４」 

株式会社全危サービス定期点検実施事務所一覧表 

 

─

   
       

   

 

   
 

₃ ₃ ₃  
03- 3597-₃₃₃₃ 

 

 
 

 
 

₃ ₃ ₃  
045- 667-₃₃₃₃ 
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株式会社全危サービス本社 定期点検技術者一覧表 

 

 

名称 ㈱全危サービス本社 

住所 〒105-0021 東京都港区東新橋〇丁目〇番〇号 

TEL03-3597-〇〇〇〇   

氏
フリ

  名
ガナ

 

講習修了証番号 

最新受講年月日 

有効期限 

危険物取扱者免状 

種類・番号 

非破壊検査技術者技量認定 

備   考 

千代田
チ ヨ ダ

 一 郎
イチロウ

 

移第〇〇〇〇号 

〇〇年〇〇月〇〇日 

有効期限 

令和〇〇年度 

非破壊検査技術者技量認定 

0040487-MT2 

危険物取扱者 

乙４ 63-3456 

 

全
ゼン

危
キ

 太
タ

郎
ロウ

 

移第〇〇〇〇号 

〇〇年〇〇月〇〇日 

有効期限 

令和〇〇年度 

危険物取扱者 

乙４ 12345 

 

板
イタ

橋
バシ

 三
サブ

郎
ロウ

 

 

危険物取扱者 

乙４ 63-2210 

 

隅田
ス ミ ダ

 肇
ハジメ

 

 

危険物取扱者 

乙４ 63-2209 

 

※ (1)  全員の講習修了証（両面）のコピー又は電子講習修了証を印刷したものを添付してください。 

 (2)  電子講習修了証を添付する場合は、電子講習修了証印刷画面から印刷又はスマートフォンに 

表示された講習修了証をスクリーンショットなどで撮影したものを添付してください。 

(3)  講習修了者 2 名以上が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紙の講習修了証 電子講習修了証 

講習修了証   移第  号 

氏 名 千代田 一郎 
生年月日 〇〇年〇〇月 〇〇日生 

上記の者は、移動貯蔵タンクに係る

定期点検技術者講習を修了したことを

認める。 

〇〇年〇〇月〇〇日 

一般財団法人 全国危険物安全協会 

写真 

上記の者は、移動貯蔵タンクに係る定期点検技術者講 
習を修了したことを認める。 

 
写 真 

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

全国危険物安全協会 一般財団法人 

最新受講年月日 

有 効 期 限 

移動貯蔵タンク講習修了証 

移  第  〇〇〇〇 号 
氏  名  全 危 太 郎 
生年月日  〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

〇〇〇〇年〇〇月〇

〇〇〇〇年〇〇月〇

定期講習証明欄 

〇〇年〇〇月〇〇日 

 

 

備考    受講期限  〇〇年度 

備考    受講期限  〇〇年度 

 

備考    写真書換済 〇〇年度 

一般財団法人全国危険物安全協会 

（本社の場合の作成例） 「資料５」 
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株式会社全危サービス本社案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅前広場 

新橋駅 
山手線 至東京駅→ 

㈱全危サービス 

東京都港区東新橋〇丁目〇番〇号 

※ 最寄りの駅等からの案内図を必ず添付してください。 

「資料６」 「作成例」 
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株式会社全危サービス横浜支店 定期点検技術者一覧表 

 

 

名称 ㈱全危サービス横浜支店 

住所 〒105-0021 神奈川県横浜市鶴見区中央〇丁目〇番〇号 

TEL 045-667-〇〇〇〇 

氏
フリ

  名
ガナ

 

講習修了証番号 

最新受講年月日 

有効期限 

危険物取扱者免状 

種類・番号 

非破壊検査技術者技量認定 

備  考 

安
アン

全
ゼン

 協
キョウ

一
イチ

 

移第〇〇〇〇号 

〇〇年〇〇月〇〇日 

有効期限 

令和〇〇年度 

危険物取扱者 

乙４ 62-4567 

 

港
ミナト

 三 郎
サブロウ

 

移第〇〇〇〇号 

〇〇年〇〇月〇〇日 

有効期限 

令和〇〇年度 

 

 

豊島
トシマ

 二郎
ジロウ

 

 

危険物取扱者 

乙４ 63-2211 

 

山田
ヤマダ

 太郎
タロウ

 

 

非破壊検査技術者技量認定 

0040426-MT2 

 

※ (1)  全員の講習修了証（両面）のコピー又は電子講習修了証を印刷したものを添付してください。 

 (2)  電子講習修了証を添付する場合は、電子講習修了証印刷画面から印刷又はスマートフォン 

に表示された講習修了証をスクリーンショットで撮影したものを添付してください。 

(3)  講習修了者 2 名以上が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「資料７」 （支店の場合の作成例） 

紙の講習修了証 電子講習修了証 

定期講習証明欄 

〇〇年〇〇月〇〇日 

 

 

備考    受講期限  〇〇年度 

備考    受講期限  〇〇年度 

 

備考    写真書換済 〇〇年度 

一般財団法人全国危険物安全協会 

講習修了証   移第  号 

氏 名 安全 協一 
生年月日 〇〇年〇〇月 〇〇日生 

上記の者は、移動貯蔵タンクに係る
定期点検技術者講習を修了したことを

認める。 

〇〇年〇〇月〇〇日 

一般財団法人 全国危険物安全協会 

写真 

上記の者は、移動貯蔵タンクに係る定期点検技術者講 
習を修了したことを認める。 

 
写 真 

〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

全国危険物安全協会 一般財団法人 

最新受講年月日 

有 効 期 限 

移動貯蔵タンク講習修了証 

移  第  〇〇〇〇 号 
氏  名  港 三郎 
生年月日  〇〇〇〇年〇〇月〇〇日 

〇〇〇〇年〇〇月〇

〇〇〇〇年〇〇月〇



23 

 

 

株式会社全危サービス横浜支店案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁天橋駅 
鶴見線 至鶴見駅→ 

㈱全危サービス横浜支店 

神奈川県横浜市鶴見区中央〇丁目〇番〇号 

※ 最寄りの駅等からの案内図を必ず添付してください。（各点検実施事務所ごと） 

「資料８」 「作成例」 
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32 27  

♃fi◒  

        

 

                 

                

                

                

                

                

 14 ─ ─ ⌐ ≠ↄ⁸ ♃fi◒ ─ ─℮∟⁸ ♃fi◒─

⌐ ╢ ⌐ ╢ ─ ╩ ⇔╕⇔√─≢⁸ ─≤⅔╡ ™√⇔╕∆⁹ 

 

   

   

♃ fi ◒                

♃ fi ◒    ♃ fi ◒     

 

      

                        

                  

                    

  ●☻   ●☻        

 

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

ה          ה           

   

                  ╕≢ 

   

 ●☻ ⌐╟╢ ─ │⁸ 33 ┘ 34 ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ⌐╟╢ ─ │⁸ 35 ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ⌐╟╢ ─ │⁸ ─ ╩ ∆╢↓≤⁹ 

 ↓─ ─ ⅝↕│⁸ A4≤∆╢↓≤⁹ 
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33 27  

♃fi◒  

₄ ♃fi◒ ●☻ ₅ 

 

20  60    

 

kPa 

 ≤

─  

kPa 

ⅎ™

─  
 

kPa 

 

ϴ 

 

kPa 

 

ϴ    

ה                     

ה                     

ה                     

ה                     

ה                     

ה                     

ה                     

ה                     

 

 │⁸ ╟╡≤∆╢⁹ 

 ≢ ⌐ ↑≡ ╩ ⇔√ │⁸ ⌐ ⇔√ ⌐≈™≡

⌐ủ ╩≈↑⁸ ⌐≈™≡│Ừ ≤∆╢↓≤⁹ 

 ≤│⁸ ⌐ ⌂ ╩ ⅎ╢╙─╩™℮⁹ 

 ≤│⁸20 ─ ≤60 ─ ≤─ ╩™℮⁹ 

 ≤─ ≤│⁸ ⅜ ╙ ⌂™ ╩ ≤⇔√≤⅝─ ≤─ ╩™

℮⁹ 
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♃fi◒ ♃כ♦ ┘  

₄ ♃fi◒ ♃כ♦ ●☻ ₅ 

 

             

  

 
 

kPa 

 

kPa 

 

ϴ 

 

ϴ 

 

ϴ 

  

10            

           

           

           

10            

15            

20            

25            

30            

35            

40            

45            

50            

55            

60            

₄ ♃fi◒ ●☻ ₅ 

 
⅜10 ⁸ ─ ⌐│⁸ ╩♃כ♦─ ∆╢↓≤ 
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35 27  

♃fi◒ ♃כ♦ ┘  

₄ ♃fi◒ ♃כ♦ ₅ 

  

 
 

kPa 

 

ϴ 
 

 

 10 ─ ≤

60 ─ ≤─  
kPa 

  

     

     

10      

15        

100
10

³
─

 

 

20      

25      

30      

35      

40      

─ ה   

45      

50      

55      

60      

₄ ♃fi◒ ₅ 

 

 
 

 

 

 

計測圧力 計測温度 
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         ─≤⅔╡ ⌐ ℮ ╩ ™√⇔╕∆⁹ 

               

               

               

             

   

 
◒fi♃ ה   ה   

◒fi♃ ה   

♃ fi ◒             

─               

       ─   ה 

─ ∟ ™ ─    ה              

 

 

♃fi◒  

         kPa  

         kPa  

        kPa  

        kPa  

∕─      

♃fi◒ 
●☻         kPa  

        kPa  

╕ √ │ ⅎ ™  Є        

β  ╙ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

   ↓─ ─ ⅝↕│⁸ A4≤∆╢⁹ 
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─  

─  

─ ≢─  

─ ╩ ™≡ↄ∞↕™⁹ 
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38 28  

 
 

 
      

 
  

              
 

                 
                 

 
                 

 
     ⅛╠    31 ╕≢─ ⌐⅔↑╢ ♃fi◒  

│ ─≤⅔╡≢∆⁹ 
 

  

♃fi◒ ─  
 ↑ ╪  

    

♃ fi ◒      

 

●☻  
⌂⇔     

№╡     

 
⌂⇔     

№╡     

 
⌂⇔     

№╡     

∕ ─ ─

 

⌂⇔     

№╡     

β ─♃fi◒⌐ ─ ⅜№∫≡╙ ⌐≈⅝₈ ₉≤ ∆╢⁹ 

 

 ≢ ⅜№∫√♃fi◒─  

♃fi◒ ─  Ɽ♇◐fi ─  ─  

│

 
 ⱴfiⱱכꜟⱤ♇◐fi   ⱴfiⱱכꜟ   

│

 
 Ɽ ♇ ◐ fi     

♃fi◒

 
 Ɽ♇◐fi     

∕─ ─♃fi◒

⌐ ╢  
 ∕─ ─Ɽ♇◐fi   ∕─ ─   

β ─♃fi◒⌐ ─ ⅜№∫√ │⁸∕╣∙╣─ ⌐₈ ₉╩ ∆╢⁹ 
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 ⅜ ╘╠╣√ ─  

─

─  
  

⌂⇔ 

─ ─╖ ⇔√⅜⁸∕─ ─ │   

─ ─╖ ⇔√⅜⁸ ≢─ │ ≢

№∫√ 
 

─ ─╖╩ ⇔⁸∕─ ╩ ⇔√  

╩ ⇔≡ ─╖⇔√  

№╡ 

╩ ⇔ ⇔√ ⁸ ≢ ⇔√  

╩ ⇔ ⇔√ ⁸ ⅜ ⌐ ⇔

⇔√ 
 

╩ ⇔ ⇔√⅜⁸ ≢№∫√  

 

 ⌐ ╦╢ ╩ ↓⇔√↓≤⅜№╡╕∆⅛⁹ 

⌂™ 

№╢ ⌐ ה√⇔ ⌐ ∫√  

 

 ≢₈№╢₉≤ ⇔√ ─╖⅔ ⅎ ↕™⁹ 

─ ⌐ ™ ⌐ ╩⇔╕⇔√⅛⁹ 

  ᵑ ⇔√ 

  ᵒ ⇔⌂™ 

─ ™╩ ↑╕⇔√⅛⁹ 

  ᵑ ↑√            

  ᵒ ↑⌂™ 

 

 ⌐ ─╟℮⌂↓≤⅜№╡╕⇔√╠⁸∕─ ╩ ⇔≡ ↕™⁹☻Ɑכ☻⅜ ╡⌂™ 

│ ⌐╟╡⁸╕√⁸ ╠√⇔╕╡№⅜♃כ♦╢∆ ⇔≡ ↕™⁹ 

 

 ⌐⁸ⱥꜘꜞ≤⇔√↓≤ │Ɫ♇♩⇔√↓≤ 

 

 

 

 

 ♃fi◒ ╛ ⌂≥─ ≢⁸ ⅜ ≢№∫√╙─ 

 

 

 

 

─♃כ♦  ⌂≥⁸ ⌂  
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40 29  
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「資料９」 

 

令和〇年度   全危協定期点検認定事業者総合賠償責任保険・組立保険 

加入申込票兼告知書 
    
        ─≤⅔╡⁸ ─ ה ⌐ ⇔╕∆⁹ 

╩ ╖╕∆⁹ ⌐│ ╩ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹β ─ │ ⌐ ∆╢ ⌂ ≢№╡⁸↔ ⅜ ≤ ∆╢  

╕√│ ╩ ⇔⌂⅛∫√ │↔ ╩ ⇔⁸ ╩⅔ ™≢⅝⌂™↓≤⅜№╡╕∆─≢ ⌐↔ ─℮ⅎ↔ ↄ∞↕™⁹ 

Ἑ ─ │ ⌂ ≢∆⁹ ∆╢ │ ─ ╕√│ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

          
         

 ₃₃ ₃₃ ₃₃  

 
     TEL ₃₃ ₃₃₃₃ ₃₃₃₃ 
  ₃ ₃ ₃  

    

 

 

⌐≈™≡─ ⌂
⌐ ∆╢ ╩

╡⁸ ⌐≈™≡ ∆╢≤
≤╙⌐⁸ ─ ™⌐

─℮ⅎ ╩ ╕∆⁹ 

Ἑ ⅔╟┘ 

 

      
ⱨꜟⱠכⱶ≢↔ ─ │ ה ↄ∞↕™⁹  

 

      ☻ⱦכ◘

   

 
Ἑβ 
♃fi◒ ה ⌐ 
⅛⅛╦╢ ה  

⌂ ─ ─ ה ─  

─ │⁸ ⌂ ─  

─ ה ─ ⌐ ∆╢  

  

⌐ →  

⌂ ─  

─  
  ₃₃  ₃₃  ₃₃  

☿♇♩ ☿♇♩⌐ 
ⱴꜟ  

Ἑ  
☿♇♩ ☿♇♩ ☿♇♩ 

1     
ה     
ה  5,000  7, 500   

─ ─  

╩ ╦⌂™  
500  500  500  

ה 1 0 0  

⌐ ∆╢  
5,000  5, 600  6, 200  

  ×      ２８，０００ 円 

β ─  
↓─ ≢ ─⅔ ≤⌂╢ ╩  

∆╢ ─ ⅜№╢⁹ №╡─≤⅝│ ⌐ 

⁹ ⅜⌂™ │₈⌂⇔₉≤⌂╡╕∆⁹) 

ה    ⌐ ⅔ ↑ ╢  

№╡ Ҝ№╡─  

 

 

♃fi◒─ 
⁸ 
 

 Ἑβ ♃fi◒─ 1  Ἑ №√╡─ 2  

♃fi◒ ┘16kl ─ ♃fi◒ ᵑ       610  

16kl 20kl ─ ♃fi◒ ᵒ        690  

20kl 24kl ─ ♃fi◒ ᵓ       1, 380  

24kl ─ ♃fi◒ ᵔ        1,560  
1 ⌂ ─ ─ ─ 1 ⁹ ─ │ ─ 1 ─ ─ ⌐ ∆╢ ⁹ 
2 ⅜ ⌐ ∆╢ │ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹ 

 10  

 
♃fi◒⅔╟┘ 

20 kl ─ ♃fi◒ 

20 kl ─ ♃fi◒     1,760  ×    1      ᵓ ᵔ   1   ᵖההה   760

組 立 保 険 料   ᵕ  ᵖ           5,660       

β ─  
↓─ ≢ ─⅔ ≤⌂╢ ╩  

∆╢ ─ ⅜№╢⁹ №╡─≤⅝│ ⌐ 

⁹ ⅜⌂™ │₈⌂⇔₉≤⌂╡╕∆⁹  

ה    ⌐⅔↑╢  

№╡ Ҝ№╡─  

 

              

 

   

 ₃₃ ₃₃ ₃₃  ₃₃  

 ₃₃ ₃₃ ₃₃  ₃₃ 31 12  

 合計保険料              ３３，６６０円 

 

 

 

 

 

 

 780  ×   5   ᵑ ᵒ   3  ᵕההה   900

印 

 

 

A 

B 

賠 

償 

責 

任 

保 

険 

東
京
都
港
区
東
新
橋

 

〇
‐
〇
‐
〇

 

〇
〇
タ
ン
ク
点
検
㈱

 

３
 

０
 

￥
 
３

 6
 6

 

組 

立 

保 

険 

34 

保険料の振込済証明書

を添付してください。 
（振替払込受付 

証明書の例） 

「作成例」 

印 

式 

 

Ἠ

 ˫ 

東
京
都
港
区
東
新
橋

 

〇
丁
目
〇
番
〇
号

 
 株
式
会
社

 
全
危
サ
ー
ビ
ス

 

〇
〇
〇
〇

 
〇
〇
〇
〇

 
〇
〇
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一般財団法人全国危険物安全協会 

電話 03（5962）8923（業務課） 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  gyoumu@zenkikyo.or.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ https://www.zenkikyo.or.jp 

mailto:gyoumu@zenkikyo.or.jp

